
吸収合併に関する事前開示書面 

 

２０２３年５月１６日 

 

 

                          名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号 

                          リゾートトラスト株式会社 

                          代表取締役 伏 見 有 貴 

 

 

 当社は、２０２３年５月１５日付で、ＲＴＣＣ株式会社（本店：名古屋市中区栄二丁目６番１

号）との間で締結した合併契約書に基づき、２０２３年６月３０日を効力発生日として、当社を

吸収合併存続会社、ＲＴＣＣ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」とい

う。）を行うことにしました。 

 本合併に関する、会社法第７９４条第１項および会社法施行規則第１９１条に定める事項は下

記のとおりです。 

記 

 １．吸収合併の内容 

  （１）当社は、本合併を行うため、２０２３年５月１５日付をもって、ＲＴＣＣ株式会社との間で

別紙１の合併契約書を締結いたしました。 

  （２）合併の方法 

     当社を存続会社とし、ＲＴＣＣ株式会社を消滅会社（以下、「消滅会社」という。）とする吸

収合併方式により行うものといたします。 

  （３）合併の日程 

     合併契約承認取締役会（当社）  ２０２３年５月１５日 

     合併契約承認取締役会（消滅会社）２０２３年４月２８日 

     合併契約締結          ２０２３年５月１５日 

     合併期日（効力発生日）     ２０２３年６月３０日（予定） 

     合併登記日           ２０２３年６月３０日（予定） 

 

     なお、当会社は、会社法第７９６条第２項に定める簡易合併の規定により、消滅会社は、会

社法第７８４条第１項に定める略式合併の規定により、株主総会の承認を得ないで吸収合併

手続を行います。 

 

 



 ２．合併対価の相当性および割当ての相当性に関する事項 

消滅会社は、当社の完全子会社であるため、当社は、吸収合併に際して株式等の交付は行いま

せん。 

 

 ３．合併により増加する資本金および準備金の額に関する相当性に関する事項 

    資本金および資本準備金の増加は行いません。 

 

 ４．新株予約権の交付および割当ての相当性に関する事項 

    消滅会社は、新株予約権を発行しておりません。 

 

 ５．消滅会社の最終事業年度にかかる計算書類等に関する事項 

  （１）消滅会社の最終事業年度にかかる計算書類等の内容 

     消滅会社の最終事業年度にかかる計算書類の内容は、別紙２のとおりです。 

  （２）消滅会社の重要な後発事象に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

 ６．当社の重要な後発事象に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 ７．債務の履行の見込みに関する事項 

    本合併後においても、当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。 

    本合併後の当社の収益状況について、当社および消滅会社の負担すべき債務の履行に支障を及

ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。 

    よって、本合併における当社の債務について、履行の見込みがあると判断します。 

 

以上 



合 併 契 約 書 

 

 

リゾートトラスト株式会社（以下、「甲」という。）とＲＴＣＣ株式会社（以下「乙」という。）

とは、合併に関し、次のとおり合併契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

 

（合併の方法） 

第１条 

１．甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下、「本合併」

という。）し、甲が乙の権利義務を承継する。 

２．本合併に係る吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社の商号および住所は以下のとお

りである。 

（１）吸収合併存続会社 

   商号：リゾートトラスト株式会社 

   住所：名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号 

（２）吸収合併消滅会社 

   商号：ＲＴＣＣ株式会社 

   住所：名古屋市中区栄二丁目６番１号 

 

（存続会社が交付する金銭等） 

第２条 

  甲は、乙の発行済株式の全部を所有しているため、合併に際して新株を発行しない。 

 

（増加すべき資本金の額および資本準備金の額） 

第３条 

  甲は、乙の発行済株式の全部を所有しているため、資本金は増加しない。 

 

（効力発生日） 

第４条 

  効力発生日は、２０２３年６月３０日とする。ただし、合併の手続きの進行に応じ必要があ

るときは、甲・乙協議のうえ、会社法の規定に従い、これを変更することができる。 

 

（合併契約の承認） 

第５条 

  甲および乙は、本契約の承認および合併に必要な事項は取締役会で決議し、株主総会の承認

を得ることなく合併をすることができる。 

 

（合併財産の引継ぎ） 

第６条 

  １．乙は、２０２３年３月３１日現在の貸借対照表、財産目録その他同日現在の計算を基礎

として、これに合併期日までの増減を加減した一切の資産・負債および権利・義務を効力発生

日において甲に引き継ぐ。 

収入印紙 
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  ２．乙は、２０２３年４月１日から効力発生日に至る間の資本および負債の変更については、

別途計算書を添付してその内容を甲に対して明示する。 

 

（善管注意義務） 

第７条 

  甲および乙は、本契約の締結後効力発生日まで、善良な管理者の注意をもってそれぞれの業

務を執行し、かつ、財産を管理するものとし、その財産および権利義務に重大な影響を及ぼす

事項については、甲・乙協議して決定するものとする。 

 

（従業員の処遇） 

第８条 

  甲は、乙の従業員を効力発生日において全員引き継ぐ。なお、勤続年数については、乙にお

ける計算方式による年数を通算し、その他については、甲・乙協議して決定する。 

 

（合併条件の変更および本契約の解除） 

第９条 

  本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、天災地変その他やむを得ない事由によっ

て、甲または乙の財産状態および経営状態に重大な変更が生じた場合には、甲・乙協議のうえ、

合併の条件を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

（本契約の効力） 

第１０条 

  本契約は、法令に定める関係官公庁の承認を得られないときは、その効力を失う。 

 

（本契約に定めなき事項） 

第１１条 

  本契約に定めのない事項および合併に必要な事項については、本契約の趣旨に従い、甲・乙

協議してこれを定める。 

 

 

 本契約の成立を証するため、本書１通を作成し、甲・乙記名・押印のうえ、甲が原本を、乙が

その写しを保有する。 

 

２０２３年 ５月１５日 

 

（甲） 名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号 

                 リゾートトラスト株式会社 

                 代表取締役 伏 見 有 貴 

 

（乙） 名古屋市中区栄二丁目６番１号 

                 ＲＴＣＣ株式会社 

                 代表取締役 伏 見 有 貴 
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